
廿日市市の
こんなことが決まりました

会期28日間　２月12日～３月11日

３月
定例会

市
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
市
、

市
民
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
を

支
援
す
る
た
め
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
基
本
理
念
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
（
ア
）�

犯
罪
被
害
者
等
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保

障
さ
れ
る
権
利
を
尊
重
す
る
。

　
（
イ
）
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
適
切
な
支
援
を
行
う
。

　
（
ウ
）
必
要
な
支
援
を
途
切
れ
な
く
行
う
。

　
（
エ
）�

市
、
市
民
等
、
事
業
者
及
び
関
係
機
関
等
が
連
携
協
力
し
犯
罪
被

害
者
等
へ
の
支
援
を
推
進
す
る
。

●
施
行
期
日　
令
和
７
年
４
月
１
日

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

Ｑ	

相
談
窓
口
に
は
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
よ
う
な
専
門
職
も
配
置
す
る
の
か
。

Ａ	
相
談
窓
口
と
し
て
、
人
権
・
市
民
生
活
課
の
職
員
が
相
談
を
受
け
、
福
祉
や
広

島
県
警
な
ど
へ
繋
ぎ
、
市
役
所
の
福
祉
部
門
や
学
校
な
ど
の
関
係
部
署
の
合
同

会
議
を
行
い
、
情
報
提
供
し
て
い
く
よ
う
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
条
例
制

定
を
機
に
７
年
度
、
人
権
・
市
民
生
活
課
に
警
察
Ｏ
Ｂ
を
く
ら
し
安
全
指
導
員

と
し
て
配
置
し
、
同
課
職
員
１
人
と
く
ら
し
安
全
指
導
員
１
人
で
犯
罪
被
害
者

等
に
寄
り
添
う
体
制
に
し
た
い
。

〈
議
案
第
12
号
〉
廿
日
市
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

犯
罪
被
害
者
等
を
守
る
た
め

支
援
条
例
を
制
定

Pick up1

議案等の状況
令和７年度当初予算
　一般会計・特別会計・下水道事業会計・
　国民宿舎事業会計� ……�11件
令和６年度補正予算
　一般会計・特別会計・下水道事業会計
� ……�� 8件
条例案
　廿日市市犯罪被害者等支援条例など
� ……�14件
その他の事案
　過疎地域持続的発展計画の変更について
　など� ……�� 7件

諮問
　人権擁護委員の推薦につき意見を求める
　ことについて� ……�� 1件
報告
　専決処分事項� ……�� 1件
発議
　女性差別撤廃条約選択議定書の批准を
　求める意見書� ……�� 1件

計43件

今号では
この中から
３つを

Pick up
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柔
軟
な
働
き
方
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し

て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
ま
た
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福

祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
仕
事
と
生
活
の
両
立
支
援
が
拡
充

さ
れ
た
こ
と
を
伴
い
、
時
間
外
勤
務
の
免
除
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
を
拡

大
す
る
な
ど
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

●
改
正
内
容

・
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
た
勤
務
時
間
の
割
振
り

・
時
間
外
勤
務
の
免
除
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
の
拡
大

・
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備　

�
ほ
か　

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

Ｑ	

処
遇
改
善
や
働
き
方
改
革
に
伴
う
人
手
不
足
が
懸
念
さ
れ
、
定
員
管
理
計
画
に

も
影
響
が
出
て
く
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

Ａ	

技
師
に
つ
い
て
は
、
定
員
管
理
計
画
に
沿
っ
て
採
用
し
た
い
と
思
っ
て
も
で
き
な

い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
今
回
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
導
入
で
働
き
方
を
少
し
柔

軟
に
し
、
市
職
員
の
労
働
環
境
の
魅
力
を
高
め
た
い
。

ス
パ
羅
漢
の
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
が
、
令
和
７
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
指
定
管
理
者
を
新
た
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

・
公
の
施
設
の
名
称

　
　
　
　
　
　
　
廿
日
市
市
福
祉
健
康
増
進
保
養
セ
ン
タ
ー
（
ス
パ
羅
漢
）

・
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体　
株
式
会
社
広
島
リ
ゾ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役　
中
本　
雅
生

・
指
定
の
期
間　
令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和
８
年
３
月
31
日

・
指
定
管
理
料　
５
６
０
万
円

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

Ｑ	

指
定
管
理
期
間
を
１
年
に
し
た
理
由
は
何
か
。

Ａ	

こ
れ
ま
で
設
備
投
資
の
増
加
要
因
や
将
来
的
な
施
設
の
老
朽
化
へ
の
対
応
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
収
益
構
造
の
検
証
を
行
い
、
今
後
の
施
設
の
在
り
方
を
検
討
し
て
き

た
が
、
令
和
７
年
度
に
更
な
る
検
証
を
行
う
た
め
１
年
間
と
し
た
。

Ｑ	
今
後
も
継
続
し
て
い
く
前
提
の
調
査
な
の
か
。

Ａ	

道
の
駅
自
体
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
地
域
活
性
化
の
拠
点

と
し
て
機
能
の
魅
力
化
を
図
る
た
め
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
サ※
❷
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
等

も
行
い
、
自
立
し
た
管
理
運
営
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

〈
議
案
第
17
号
〉
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〈
議
案
第
35
号
〉
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

ス
パ
羅
漢 

指
定
管
理
期
間
中
に

今
後
の
運
営
方
針
を
検
討

Pick up3

職
員
の
働
き
方
改
革
へ

フ※
❶

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
も
導
入

Pick up2
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